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接続料の算定等に関する研究会（第8５回）
外国政府等との協定等についてのヒアリング資料
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データ役務等の提供に関する提携を内容とする協定等についても認可対象に追加すること
が必要か

サービス動向を踏まえ、規制緩和に主眼をおいた認可対象の見直しは必要であり、認可対象の追加
については慎重であるべき

当社国際ローミング（ローミングアウト）利用推移

2004年度 2023年度

当社国際電話利用状況（発信の合計）

料金・約款の事前規制が原則撤廃さ
れた2004年事業法改正時比で、20
分の1に縮小

構成員限り

構成員限り

構成員限り

１ 認可対象の見直し －論点に関する回答－
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利用者の利益に及ぼす影響が大きい役務の提供に関する提携を内容とする協定等に認可
対象を限定することについてどう考えるか

事前規制が、外国の事業者等との連携によるイノベーションの創出を阻害する可能性にも配慮しつ
つ、対象は真に「利用者の利益に及ぼす影響が大きい役務」とすることに賛同する
・個別のサービスの特性を踏まえて、規律による担保が必要なサービスに限るべき
・さらに、一定以上の契約者数がいる場合に限るべき

①発信国の電話会社が利用者から料金を徴収し、
②その中から着信国の電話会社に着信国側の設備使用料として
国際計算料金（当事者が取得し又は負担すべき金額）を支払う

事前規制により、
国際計算料金の高止まり防止、

公正競争を阻害する国際計算料金支払いの回避防止を担保

国際電話が認可を要する理由

（電気通信事業法逐条解説（改訂版）より）

１ 認可対象の見直し －論点に関する回答－

国際ローミングその他の音声サービスについて
は認可を要する理由が明確にされていない

認可対象の考え方

サービスの特性を踏まえて
認可を要する理由を明確にすべき
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3２ 事業者間精算料金の変更に係る認可 －論点に関する回答－

事業者間精算料金の変更のみを内容とする協定等の変更については、事後報告のみとする
ことについてどう考えるか

事業者間精算料金の変更のみを内容とする協定等の変更について、事後報告のみとすることに賛同

ローミングアウト

ローミングイン

国際ローミングは相互利用によるWinWinの
関係が前提。事前規制は柔軟な交渉等の機
会の損失につながる可能性

国際ローミングに関する協定変更は付加価値
税率変更や、通貨の変更等、事業者間の交渉
ではコントロールできないものが多い

VAT
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4３ その他 －論点に関する回答－

認可対象を変更する場合には、必要に応じて、認可に当たっての審査基準を見直すことが適
当か。その他、検討すべき点はあるか

報告規則等、事業者に求められる報告事項は
多岐にわたっており、報告すべき事項は必要最
低限のものにしていただきたい
事後報告は年度末の状況を見て、前年度比で
変化があった場合のみでよいのではないか

電気通信事業法関係審査基準（抄）
（平成13年総務省訓令第75号）

第１９条（審査基準）第１項

“事業者間精算料金”に直接言及する事項
第２号、第３号

は国際電話を想定したもの ３月 翌年３月

例えば期間を絞ったボリュームディスカウン
ト等により短期間で頻繁に上下する

料金

審査基準を見直すことに賛同
事前規制の予見性を確保するためにも、サー
ビスごとに「認可を要する理由」と「審査基
準」との適用関係を明確にしていただきたい

一定期間（年度）ごとの傾向を
報告する形がよいのではないか




